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船舶事故調査報告書 

 

                              令和５年２月１５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年９月２３日 １０時４５分ごろ 

発生場所 熊本県上天草
かみあまくさ

市湯
ゆ

島東南東方沖 

 湯島港８号防波堤北灯台から真方位１２１°１.３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°３５.３′ 東経１３０°２１.３′） 

事故の概要  プレジャーボートりきまるは、東方に向かって発進した直後、ま

た、プレジャーボート芳
か

好
すみ

丸は、船首を東方に向けて釣りを行いなが

ら漂泊中、両船が衝突した。 

芳好丸は、同乗者１人が負傷し、左舷船尾部外板の圧損等を生じ、

また、りきまるは、右舷船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和４年９月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート りきまる、５トン未満 

   ２９０－５４１２４熊本、株式会社大豊 

１０.０６ｍ（Lr）×２.５９ｍ×０.８６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１９８.５９kＷ、平成１２年７月 

Ｂ プレジャーボート 芳好丸、５トン未満 

   ２９３－２８３８６熊本、個人所有 

４.９１ｍ（Lr）×１.５９ｍ×０.６０ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関（船外機）、２２.１０kＷ、平成６年６月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ４６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日 令和３年６月２１日 

免許証交付日 令和３年６月２１日 

         （令和８年６月２０日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ５９歳 

   二級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２４年１０月４日 

免許証交付日 平成２９年９月１９日 

           （令和４年１０月３日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 軽傷 １人（同乗者） 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾部外板に圧損、船外機に割損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風速 約２.７m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期、潮流 約１ノット（kn）

の西流 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、知人等６人を乗せ、釣りの目的

で、令和４年９月２３日０８時３０分ごろ熊本県天草
あまくさ

市所在のマリー

ナを出航し、０９時００分ごろ湯島東南東方沖の釣り場に到着し、船

首を東方に向けて漂泊して釣りを行い、潮上りを数回繰り返してい

た。 

船長Ａは、上天草市黒
くろ

島周辺海域に向けて潮上りを行うこととし、

昼間で視界が良かったので、レーダーを休止状態としたまま、ＧＰＳ

プロッターを作動させ、操舵室右舷側の操縦席に腰を掛け、船首方に

船舶を認めなかったので、船首方に航行の支障となる他船はいないと

思い、東方に向かって発進した。 

船長Ａは、１０時４５分ごろ何かに衝突したような音が聞こえたの

で、周囲を見てＢ船と衝突したことを知った。 

船長Ａは、Ａ船を反転させてＢ船の近くに向かい、海中にいたＢ船

の同乗者（以下「同乗者Ｂ」という。）をＡ船に引き揚げた後、Ａ船

をＢ船に寄せて接舷させた。 

船長Ａは、同乗者Ｂのけがの有無を確認した後、Ａ船の後部甲板に

いた同乗者に１１８番通報を行わせた。 

Ａ船は、同乗者Ｂを乗せたまま、自力で航行してマリーナに向かっ

た。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者Ｂを乗せ、釣りの目的

で、０８時００分ごろ上天草市上天草港江
え

樋
び

戸
と

港区の係留場所を出航

し、０８時１０分ごろ湯島東南東方沖の釣り場に到着し、船首を東方

に向けて漂泊して釣りを行い、潮上りを数回繰り返していた。 

船長Ｂは、操縦区画左舷側に置いた椅子に左舷方を向いて腰を掛

け、同乗者Ｂが後部甲板左舷側の台に腰を掛け、それぞれ左舷方に竿

を出して釣りを行っていた。 

船長Ｂは、衝突の約１０秒前、船尾方３０～４０ｍ付近に、Ｂ船に

向かって接近してくるＡ船を初めて認め、衝突の危険を感じてＡ船に

向かって大声を出して避航を促したが、同乗者Ｂが海に飛び込んだ直

後、Ｂ船の左舷船尾部とＡ船の右舷船首部とが衝突した。 

同乗者Ｂは、海に飛び込んだ際、両足がＡ船と接触した。 

同乗者Ｂは、Ａ船に引き揚げられ、Ａ船でマリーナまで運ばれた

後、救急車で宇
う

城
き

市内の病院に搬送され、両側下腿擦過傷、右下腿打

撲傷及び左足関節捻挫と診断された。 
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船長Ｂは、携帯電話で海上保安庁に本事故発生の通報を行った。 

Ｂ船は、海上保安庁の巡視艇にえい
．．

航されて熊本県三角
み す み

港に向かっ

た。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真３ Ａ船、写真４ Ａ船の損

傷、写真５ Ｂ船、写真６ Ｂ船の損傷 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、湯島東南東方沖の釣り場には春ごろから１１月ごろにか

けて月平均で１～２回出掛けていた。 

Ａ船は、操縦席の高さが低く、操縦席に腰を掛けた位置からでは前

部甲板に遮られて水平線が見えず、船首方に死角を生じていた。（写

真１、写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  写真２ Ａ船の操縦席 

 

船長Ａは、ふだん、航行中、船首を左右に振って船首方の死角を補

う操船を行っていたが、本事故時、発進した直後だったので、船首を

振っていなかった。 

船長Ａは、操舵室後方の後部甲板で左舷方を向いて立ち、漂泊して

釣りを行っていた際、釣りに意識が向いていたので、遠方には小型船

舶を数隻認めていたものの、Ａ船の周囲に他船を視認しておらず、Ａ

船の周囲には他船がいないと思い込んだ。 

船長Ａは、後部甲板から操縦席に移動する際、Ａ船の周囲に他船が

いないことを確認したが、前部甲板に赴いて船首方の確認を行ってい

れば、船首方近距離で漂泊中のＢ船を視認でき、Ｂ船を避けて航行で

きたのではないかと本事故後に思った。 

Ａ船の乗船者は、全員救命胴衣を着用していた。 

船長Ｂは、湯島東南東方沖の釣り場には春ごろから秋にかけて月平

均で１～２回出掛けていた。 

船長Ｂは、漂泊して釣りを行っている際、遠方には小型船舶が数隻

写真１ Ａ船の操舵室内 
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いると思っていたものの、釣りに意識が向いていて、Ｂ船の船尾方近

距離に漂泊しているＡ船の存在に気付いていなかった。 

船長Ａ及び船長Ｂは、互いに漂泊と潮上りを繰り返しているうちに

Ｂ船とＡ船の距離が縮まり、Ｂ船がＡ船の船首方近距離で漂泊してい

る状況となったのではないかと本事故後に思った。 

Ｂ船には、汽笛がなく、携帯式エアホーン等の有効な音響による信

号を行うことができる他の手段も備えていなかった。 

船長Ｂ及び同乗者Ｂは、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、湯島東南東方沖で船首を東方に向けて漂泊して釣りを行っ

ていたところ、船首方に死角が生じた状態で潮上りの発進を繰り返し

ていた際、船長Ａが、船首方に航行の支障となる他船はいないと思い

込んだまま航行を開始したことから、船首方近距離で漂泊中のＢ船に

気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、操舵室後方の後部甲板で左舷方を向いて立ち、釣りに意

識が向いた状態で遠方には小型船舶を数隻認めていたものの、Ａ船の

周囲に他船を視認していなかったことから、船首方に航行の支障とな

る他船がいないと思い込んだまま航行を開始したものと考えられる。 

Ａ船は、操縦席の高さが低く、操縦席に腰を掛けた位置からでは前

部甲板に遮られて水平線が見えない状況であったものと考えられる。 

Ｂ船は、湯島東南東方沖で船首を東方に向けて釣りを行いながら漂

泊中、船長Ｂが、船尾方３０～４０ｍ付近に、Ｂ船に向かって接近し

て来るＡ船を認め、Ａ船に向かって大声を出して避航を促したもの

の、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、湯島東南東方沖において、Ａ船及びＢ船が共に船首を東

方に向けて漂泊中、Ａ船が漂泊して釣りを行っていたところ、船首方

に死角が生じた状態で潮上りの発進を繰り返していた際、船長Ａが、

船首方に航行の支障となる他船はいないと思い込んだまま航行を開始

したため、船長Ｂが、Ｂ船に向かって接近して来るＡ船を認め、Ａ船

に向かって大声を出して避航を促したものの、両船が衝突したものと

考えられる。 

再発防止策 船長Ａは、本事故後、Ａ船を発進させる際、前部甲板に赴いて船首

方の確認を行うこととした。 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・船首方に死角が生じる船舶の船長は、船首方に他船がいないと思

い込まず、発進する前に前部甲板に赴くなどして、周囲の状況を
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確認した上で、安全と判断してから発進すること。 

・漂泊して釣りを行う船舶の船長は、漂泊と潮上りを繰り返すうち

に他船が近距離に接近していることがあるので、常時、周囲の見

張りを適切に行い、他船の位置を把握しておくこと。 

・汽笛等を備えていない船舶の船長は、携帯式エアホーン等の有効

な音響による信号を行うことができる他の手段を備えておくこ

と。 

・小型船舶の乗船者は、暴露甲板上で釣りなどを行う際、救命胴衣

を着用すること。 
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        付図１ 事故発生経過概略図 
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長崎県 

佐賀県 

事故発生場所 

（令和４年９月２３日 

 １０時４５分ごろ発生） 

湯島港８号防波堤北灯台 

湯島 

Ｂ船(漂泊中) 

熊本県 

大分県 

福岡県 

熊本県 

上天草市 

湯島 

Ａ船 黒島 
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写真３ Ａ船          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ａ船の損傷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     （写真３、写真４ 船長Ａ提供） 

 

損傷部 
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写真５ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             写真６ Ｂ船の損傷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ｂ船の損傷 

 

 

 

 

 

            

                （写真５、写真６ 船長Ｂ提供）                           


